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影響で疲弊した地域経済の立て直しを図るためにも、地方単独事業を含

めた社会保障関係費の増をはじめとする、地方の財政需要を地方財政計

画に的確に反映し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確

保・充実すること。 

近年、地方財政計画に計上される地方一般財源総額は増加しているも

のの、個別の団体ごとにみると、都市部の団体は地方財政計画と同様に

一般財源が増加する一方で、財政力が弱い地方部の団体は一般財源が減

少している現状がある。 

特に、地方交付税については、地域間の財政力格差を是正するととも

に、どの地域に住む住民にも一定の行政サービスを提供するために必要

不可欠なものであり、「地方の固有財源」であることから、その総額を確

保・充実するとともに、「地域社会再生事業費」の算定等を通じて、個々

の団体レベルでの一般財源の確保・充実にも留意し、留保財源率のあり

方の検討も含め財源保障機能と財源調整機能の維持・充実を図ること。 

さらに、地方の歳入歳出の効率化を議論する場合には、地方団体が効

率的・効果的に行政運営を行うことは当然であるが、地方交付税はどの

地域においても一定の行政サービスを提供するために標準的な経費を算

定するものであるという本来のあり方を十分に踏まえた上で、地方の行

財政改革の意欲を損ねることのないよう、それにより生み出された財源

は必ず地方に還元するとともに、地理的要因や人口規模等によりスケー

ルメリットが働かない地域の実情に配慮した措置を行うこと。 

 

（２）国においては、地方の財政調整基金などの残高の増加を取り上げて、

地方団体の基金残高の増加要因を分析し、国・地方を通じた財政資金の

効率的な配分に向けて、地方財政計画への反映につなげていくべきとの

議論があるが、地方における近年の財政調整基金の増加は、国を大きく

上回る行財政改革や歳出抑制の努力を行う中で、災害や税収の変動、社

会保障関係費の増嵩や地方で特に進行している人口減少等に備えた財政

運営の年度間調整の取組の現れである。また、地方は国と異なり、金融・

経済政策・税制等の広範な権限がなく、赤字地方債の発行も限定されて

いることから、不測の事態により生ずる財源不足については、基金の取

崩し等により収支均衡を図るほかないことを十分踏まえるべきである。

平成30年７月豪雨災害対応や今回の新型コロナウイルス感染症対策にお

いては、多額の財政調整基金を取り崩さざるを得ず、基金残高が一瞬に
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して激減するとともに、引き続き最優先で取り組まなければならない被

災者支援や復旧・復興事業、感染拡大防止対策や地域経済の活性化・雇

用対策等に必要な財源の確保が大きな課題となっている。このように、

大規模災害が起きた際や未知なる感染症による未曽有の危機に直面した

際の地域の実情も踏まえると、地方の基金残高の増加をもって地方財政

に余裕があるかのような議論は妥当ではなく、断じて容認できないもの

であり、地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確実に確

保すること。 
 

（３）臨時財政対策債により財源不足を埋める措置が常態化する中、本来は

地方交付税の法定率の引上げにより正すことが地方交付税法に規定され

ている。今後も既往の臨時財政対策債の元利償還分が累積していくこと

が見込まれ、構造的な問題の解決には至っていないことから、法定率の

引上げによる地方交付税の増額を行い、地方の借金増大につながる臨時

財政対策債による措置を解消すること。特に令和３年度については、新

型コロナウイルスの影響に伴う税収減により臨時財政対策債の増加が懸

念されることから、別枠加算により縮減を図ること。 

加えて、国が後年度に地方交付税により財源措置するとした臨時財政

対策債や補正予算債等の元利償還金の約束分については、他の基準財政

需要額が圧縮されることのないよう、確実に別枠で積み上げること。 
 

（４）地方が、その地域の実情に応じた地方創生の取組を継続的かつ主体的

に進めていくため、令和２年度の地方財政計画にも計上された「まち・

ひと・しごと創生事業費」を拡充すること。なお、これに係る地方交付

税の算定に当たっては、条件不利地域等では地方創生の目的達成に長期

的な取組が必要であることを的確に反映すること。 

また、国全体の人口減少問題の解決には、合計特殊出生率が低い都市

部から出生率が高い地方部へ若年層を移すことが必要である。このため、

地方部が地方創生の取組を十分に行えるように地方交付税を措置するこ

と。 

さらに、今後も、地方創生・人口減少克服に向けた地域の課題解決に

は、産官学金労言士の連携など、新たに策定された第２期「総合戦略」

を踏まえた総合的な取組を継続的に実施する必要があることから、令和

２年度当初予算において１，０００億円が措置された地方創生推進交付
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金については、こうした施策を確実に展開できるよう、拡充・継続を図

ること。その運用に当たっては、地域の実情を踏まえた課題解決に向け

た取組を地方が自主的に実施できるよう、国の審査要件や使途の制約等

の緩和を行うほか、手続を簡素化した上で、地方団体ごとの申請事業数

や対象経費の制約などを大胆に排除すること。さらに、施設整備事業に

ついても、ソフト施策と一体となって産業振興や地域活性化等に十分な

効果が見込まれる場合には要件を大幅に緩和するなど、より自由度の高

い内容となるよう、一層の制度拡充を図ること。 

加えて、地方創生推進交付金に係る地方負担については、引き続き、「ま

ち・ひと・しごと創生事業費」とは別に、地方財政措置を講じること。 
 

（５）近年の地方財政計画における歳出は、人口減少や少子化への対応、ま

た高齢化に伴う社会保障関係費の自然増や地域経済活性化・雇用対策に

係る増分を、地方の給与関係費や投資的経費の削減、歳出特別枠により

実質的に確保してきたと言える。 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、景気の先行きに不透

明感が高まる中、地方が責任をもって地域経済活性化等の取組を実施で

きるようにするため、都道府県分の地方交付税の算定に当たっては、こ

れまで歳出特別枠（地域経済・雇用対策費）が担ってきた、財政力の弱

い地方における地域経済活性化の取組を下支えする機能を引き続き確保

する必要がある。 

令和２年度地方財政計画において創設された「地域社会再生事業費」

の算定に当たっては、「地域社会の持続可能性の確保」に取り組む必要性

の高い地方部に重点的に配分するとともに、同事業費を令和３年度以降

も継続すること。 

 

（６）令和２年度から会計年度任用職員制度が導入されたが、令和３年度に

は期末手当の在職期間別支給割合が１００％となる者が相当数に及ぶこ

と、また、フルタイムで任用された職員への退職手当の支給などにより、

財政需要のさらなる増加が見込まれることから、制度運用に必要となる

財政需要については、引き続き地方財政措置を確実に講じること。 

 

 

 

37



 

6 

３ 地方税制の改革の推進 

 

（１）地方が責任をもって、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策及び感

染収束後のＶ字回復や、実効性ある需要喚起対策はもとより、地方創生・

人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地域経済活性化・雇用対策、人づ

くり、国土強靱化のための防災・減災事業、デジタル化の推進など地方

の増大する役割に対応するためには、地方分権を支える基盤は地方税で

あるとの観点から、地方税の充実と税源の偏在性が小さく税収が安定的

な地方税体系を構築するとともに、税源移譲を含め、国と地方の税源配

分の見直しを進めること。 

 

（２）法人事業税の分割基準については、前回の見直し（平成１７年度）か

ら１０年以上経過しており、より実態にあったものに見直すこと。特に、

工場のロボット化・ＩＴ化の進展、持株会社・地域子会社化やフランチ

ャイズ制の拡大等を踏まえ、社会経済情勢の変化に応じた企業の事業活

動と行政サービスとの受益関係を的確に反映させ、税源の帰属の適正化

を図るという観点から、見直しを行うこと。 

また、法人事業税の外形標準課税の適用対象法人のあり方等について

検討を行う際は、地域経済や雇用への影響を踏まえて、中小法人への適

用について慎重に検討すること。 

 

（３）法人事業税における収入金額課税方式については、令和２年度与党税

制改正大綱において、「電気供給業を含め収入金額による外形標準課税に

ついては、地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体の税

収に与える影響等も考慮しつつ、その課税のあり方について、今後も引

き続き検討する。」こととされているが、収入金額課税は、受益に応じた

負担を求める課税方式として、長年にわたり外形課税として定着し、地

方税収の安定化にも大きく貢献していることから、現行制度を堅持する

こと。 

 

（４）ゴルフ場利用税については、アクセス道路の整備・維持管理、廃棄物

処理、地滑り対策等の災害防止対策、消防・救急など、所在都道府県及

び市町村が行う特有の行政需要に対応しており、その税収の３割はゴル

フ場所在の都道府県の貴重な財源となっているとともに、その７割は所

在市町村に交付金として交付され、財源に乏しい中山間地域をはじめと
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する市町村の貴重な財源となっていること等を踏まえ、引き続き現行制

度を堅持すること。 

 

 

 

  令和２年１１月１７日 

 

             中 国 地 方 知 事 会 

 

 

               鳥取県知事 平 井 伸 治 

               島根県知事 丸 山 達 也 

               岡山県知事 伊原木 隆 太 

               広島県知事 湯 﨑 英 彦 

               山口県知事 村 岡 嗣 政 
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地方創生を力強く進める前提としての基盤整備について 

 

 

我が国が、少子化と人口減少を克服し、持続的な発展を遂げるためには、「人

口急減・超高齢化」への流れを変えるための改革、とりわけ東京への一極集中

傾向に歯止めをかけるとともに、子育て支援の強化・充実や女性の活躍促進な

どの総合的な政策推進が必要である。 

また、地方において、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小

が人口減少を加速させる」という負のスパイラルに陥るリスクを回避するに

は、国の地方創生の動きに呼応して、観光による地域産業の振興や企業の地方

移転を推進し、雇用の場を確保するなど、地方への新しいひとの流れをつくる

ことが必要である。 

このためには、歴史・文化や自然、温泉、食などの豊かな観光資源等、中国

地方の多様な地域資源を有効に活用した観光交流人口の拡大や安心して暮ら

せる地域づくりなど、地方創生を進め生産性向上に資するためのインフラの

整備と機能強化、その前提となる安全性の確保及び地域間ネットワークの構

築が不可欠である。 

加えて、平成３０年７月豪雨等では、中国地方の多くのインフラが被害を受

け、観光、企業活動、住民生活に多大な影響を与えたため、強靭化や更なる基

盤整備の促進の必要性を痛感させられたところである。 

また、本年発生した新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、深刻な影響

を受けている地域経済の回復には、観光振興をはじめとした経済活動の活性

化が必要であり、交通基盤は社会経済活動の土台となることから、より一層の

整備促進が求められる。 

ついては、地方創生を力強く進める前提となる基盤整備を推進するため、次

の項目について、一層の取組を強く要望する。 

 

 

１ 高速道路ネットワークの早期整備 

 

国の骨格を形成する高速道路は、経済社会の発展に不可欠な「地方創生の

道」であり、現に、ここ数年の間に開通した高速道路の沿線では、企業進出

や観光客数の増加、県境をまたいだ行政、経済界の連携など、新たな動きが

生まれるなどの効果が現れている。 

しかしながら、日本海国土軸の一部を構成する山陰道・山陰近畿道につい
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ては、供用済区間が未だ半分程度に留まり、また、多くの未事業化区間があ

るなど、依然として高速道路ネットワークのミッシングリンクが多数存在

している。このため、企業誘致や市場の拡大、観光の振興等、県境をまたい

だ経済交流や連携を図る上でも大きなハンディキャップとなっている。ま

た、平成３０年７月豪雨においては、中国縦貫自動車道及び山陰道が、通行

止めとなった山陽自動車道を補完し、広域交通の機能を確保するなど、ネッ

トワークの効果を発揮する役割を担ったところであるが、山陰道のミッシ

ングリンク区間では、一般道の大渋滞が発生するなど交通の混乱が見られ

たことから、事前に高速道路のミッシングリンクが解消されていれば、より

円滑な広域交通の確保が可能であったと考えられる。 

ついては、国において、高速道路ネットワークのミッシングリンクの解消

に向け、山陰道・山陰近畿道の事業中区間のより一層の整備促進と、米子・

境港間の高速道路を含む未事業化区間の早期事業化を図ること。 

さらに、暫定２車線区間については、高速道路ネットワークが本来有する

べき安全性や定時性の確保とともに大規模災害時など防災上の観点から、

４車線化を早期に実施すること。特に、２０１９年９月に公表された「高速

道路における安全・安心基本計画」において「優先整備区間」とされた岡山

米子線、山陰道、広島浜田線などの暫定２車線区間については、財源を確保

した上で、早期に事業化すること。 

さらに、現在整備中の付加車線の早期完成を図るとともに、既に４車線化

等が事業化されている区間についても早期整備を図ること。 

なお、４車線化等が行われるまでの間、安全・安心の確保を図るための緊

急対策として、ワイヤロープによる上下線の分離等の有効な対策を早期に

講ずること。 

 

 

２ 高速道路の利用促進 

 

鉄道や航空路線などの高速交通網の整備の遅れている地域にとっては、

既存の高速道路の利活用は都市とのネットワーク化に与える影響も大きい

ため、国際競争力の強化や地域活性化の観点から、円滑な物流の確保や交流

人口の拡大による産業・観光の振興を図るため、スマートインターチェンジ

の整備や割引制度の拡充など、高速道路の利用を促進する施策を講ずるこ

と。 
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なお、利用促進施策の実施に当たっては、今後の高速道路整備や維持更新

に支障を及ぼすことのないよう必要な財源を確保すること。 

また、フェリー等の公共交通機関に影響を及ぼすおそれがある場合は、十

分な対策を講ずること。 

 

 

３ 地域高規格道路等の整備促進 

 

地域高規格道路や主要な国道・地方道は、大規模災害時における緊急輸送

道路や迂回路としての役割を担うことはもとより、高速道路ネットワーク

と一体となって渋滞の解消や地域の交流・連携の強化を図り、物流の活性化

や交流人口の拡大、広域的な交通拠点である空港・港湾等へのアクセス性の

向上に資することから、その整備促進を図ること。 

更に今後実施予定の「重要物流道路」の指定・整備にあたっては地域の意

見を反映するとともに、重要物流道路の代替・補完路も含めて補助事業等に

よる重点支援を行うこと。 

 

 

４ 道路整備予算の確保 

 

   激甚化・頻発化する災害に備え、防災・減災・国土強靭化を更に継続・拡

充して取り組むとともに、予防保全による老朽化対策を着実に実行するな

ど、道路の整備・維持に長期安定的に取り組むため、道路予算の総額を確保

し、整備が遅れている地方に重点配分すること。 

特に、東京一極集中の是正による多核連携型の国づくりや安定した物流

確保に対応し、ポストコロナ社会の「新たな日常」を支えるインフラとして

必要不可欠な高速道路ネットワークや地域高規格道路等について、新たな

財源の創設などにより早期整備を図ること。 

 

 

５ 高速鉄道網の整備 

 

災害に強い国土づくりを進めるとともに、鉄道機能をより発揮するため、

北陸新幹線の今後の整備の進捗などもにらみ、山陰における新幹線も含む

高速鉄道網の整備に向け、調査のための予算措置など具体的な取組を推進

するとともに、並行在来線の取扱いを含めた地方負担のあり方を見直すこ
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と。 

また、地方鉄道の活性化のため、高速化・快適化に向けた国の財政支援制

度の拡充を行うこと。 

 

 

６ 生活交通の維持・確保 

（１）高齢化や人口減少が著しい中山間地域においては、生活交通として乗合

バスではなくタクシーを利用せざるを得ない場合があることから、タク

シー利用料金の助成をしている地方自治体に対して特別交付税等の財政

支援をすること。 

また、運転手の確保が困難となる中、バスやタクシーなどへの適用が期

待される自動運転技術について、中山間地域での社会実装が進むよう、国

による幅広い支援を行うこと。 

 
（２）地方における鉄道の廃止は、当該地域の住民の日常生活や経済活動に大

きな影響を与えることが懸念されることから、新型コロナの影響等によ

り厳しい経営状況にある中でも地方鉄道の果たしている役割が引き続き

堅持されるよう、財政支援等抜本的な対策を講じること。また、鉄道事業

者の届出により事業廃止できる現行の鉄道事業法制度について検証し、

地域における鉄道活性化の取組や廃止に伴う影響等を国が評価するなど、

処理手続きの見直しを行うこと。 
また、第三セクター等地方鉄道路線の経営安定化や安全輸送設備等の

整備に向け、支援制度の充実・強化を図るとともに、十分な予算の確保を

行うこと。 
 

（３）離島航路の維持に必要な支援制度の充実・強化を図ること。 

また、SOx 規制強化に伴う燃料価格の上昇により影響を受ける船舶等の

公共交通機関に対して、必要な財政支援を講じること。 

 

 

７ 地方空港への航空路線網の維持・拡充 

 

（１）首都圏をはじめとする大都市圏と地方との航空網の確保により、利便性

と流動性を高め、観光振興や産業振興により地方経済の再生可能な環境

を整備すること。 
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（２）今後さらなる増加が期待される訪日外国人旅行者の地方への周遊性を

高めるため、大都市圏及び国際空港から地方への航空ネットワークを構

築するとともに、地方空港における訪日外国人旅行者の受入環境の一層

の充実を図ること。 

 

（３）2030年訪日外国人旅行者数6000万人の目標達成には、引き続き、地方

空港への誘客促進の取組が不可欠と考える。 

ついては、2020年訪日外国人旅行者数4000万人の目標達成に向けて国

が創設した訪日誘客支援空港の制度が、令和２（2020）年度末で終了す

ることから、同制度を延長し、地方空港が取り組む航空路線網の拡充に

対する支援としての着陸料やグランドハンドリング費用等への補助等を

継続するとともに、対象空港を拡大すること。 

 

（４）日韓情勢や新型コロナウイルスの感染拡大等、不安定な国際情勢を受け

減便した路線の回復に向けた、地方空港の航空路線網の維持のための取

組に対し、支援を行うこと。また、新型コロナウイルス感染症の拡大が収

束し、国際線が回復する段階においては、水際対策が重要となることから、

地方空港における検疫体制の充実・強化を図ること。 

 

 

８ 港湾の整備促進等 

 

（１）中国地方における産業の国際競争力強化に資する物流基盤の充実を図

るため、国際拠点港湾及び重要港湾の整備拡充を図るとともに、緊急かつ

円滑に港湾整備を促進すること。 

 

（２）大型船舶による資源等の一括大量輸送を可能とすることで低廉かつ安

定的な輸送を実現することにより、瀬戸内地域の産業全体の競争力強化、

ひいては、我が国産業全体の底上げに資するため、国際バルク戦略港湾選

定港の施設整備、国負担割合の嵩上げ及び諸規制の緩和等を、地方の意見

や実情に十分配慮しながら計画的に推進するとともに、すべての国際バ

ルク戦略港湾選定港を「特定貨物輸入拠点港湾」に指定し、支援措置の拡

充を図ること。 

 

（３）北東アジアゲートウェイとしての役割を担う日本海側港湾の機能強化
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は、我が国の国際競争力の強化及び観光立国の実現に寄与することが期

待され、特に日本海側における国内海上輸送網の整備は、中国地方の物流

の効率化や瀬戸内地域のリダンダンシーの確保などが期待される。 

ついては、中国地方の産業競争力の強化に大きな役割を果たす日本海

側拠点港の機能充実・強化を図ること。 

 

（４）クルーズ船の寄港は、インバウンドによる地域経済への大きな効果をも

たらすことから 、観光・交流の拠点としての港湾機能の強化が不可欠で

ある。 

ついては、クルーズ船の受入や港湾における観光・交流の拠点機能強化

を図るため、港湾へのアクセスの充実強化とともに、ターミナル整備や旅

客の円滑な受入のための環境整備等ハード・ソフト両面における取組を

推進すること。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響で休止状態にあるクルーズの

再開に向けて、今後の外国クルーズ客船受入に係る指針など、国としての

方向性を示すとともに、各港湾管理者が取り組む感染拡大防止対策の支

援を行うこと。 

 

 

９ ヒアリ等の対策の推進 

 

（１）毒性の強い特定外来生物のヒアリやアカカミアリ等の国内定着の防止

に向け、国は関係省庁の連携により、侵入初期段階での立入検査を含む徹

底防除及び拡散防止のための追跡調査等の対策について、強力なリーダ

ーシップを発揮し、主体的かつ積極的にこれを実施すること。 

また、地方と連携した迅速かつ効果的な体制を構築し、地方が実施する

防除や拡散防止対策等について、必要な支援を継続して行うこと。 

 

（２）海外からの輸送中における調査や駆除など、国内の港湾等へ貨物を陸揚

げする以前に防除措置を行う体制の整備をすること。 

 

（３）海外のヒアリ等の定着国のうち、日本との定期貨物航路等を有する国に

対し、当該国内における防除対策及び貨物輸出の際の点検、駆除等の徹底

について、強く要請すること。 
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  令和２年１１月１７日 

 

             中 国 地 方 知 事 会 

 

 

               鳥取県知事 平 井 伸 治 

               島根県知事 丸 山 達 也 

               岡山県知事 伊原木 隆 太 

               広島県知事 湯 﨑 英 彦 

               山口県知事 村 岡 嗣 政 
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全世代型社会保障制度の実現に向けて 

 

 

 国においては、全世代型社会保障検討会議を設置し、少子高齢化と同時

にライフスタイルが多様となる中で、人生 100年時代の到来を見据えなが

ら、社会保障全般にわたる持続可能な改革の検討が進められている。 

社会保障は、国の制度と地方における取組が一体となってサービスが提供

されており、持続可能な社会保障制度の構築のためには、国と地方が信頼関

係を保ち、それぞれの適切な役割分担の下で、互いに協力しながら取組を進

めていかなければならない。 

地方と方向性を共有し、地域の実情に応じた実効性のある施策が推進され

るよう、次の事項について強く要請する。 
 

 

１ 地域医療の確保 

 

（１）厚生労働省は全国一律の基準による分析のみで、地域の個別事情を踏

まえずに再編統合等の再検討を求める公立・公的医療機関等のリストを

公表したが、地域医療構想の実現など地域医療の確保については、新型

コロナウイルスへの対応を踏まえた医療提供体制を確立する上でも、

個々の病院及び地域の個別事情を十分踏まえて慎重に検討しなければな

らない。このため、地域医療構想に基づく改革を行うにあたり、民間病

院との役割分担等も含め、地方とも丁寧に協議をしながら実効性のある

支援を進めるとともに、それぞれの地域の実情に応じて創意工夫できる

よう十分な財政的支援措置を講じること。併せて、再検証等の期限を含

め、地域医療構想に関する取組の進め方については、地方の意見や新型

コロナウイルス対策を優先せざるを得ない地方の実情を十分に踏まえ、

無理なスケジュールを地方に押し付けないこと。 

 

（２）医師確保対策の推進については、新型コロナウイルス対策により医療

人材がひっ迫していることに加え、医師の地域偏在、診療科偏在が依然

続いていることや、医師の働き方改革の推進に伴い地域医療へ大きな影

響が想定される。地方の医師不足は、人口の多寡のみならず地理的条件

等によって状況は大きく異なり、全国一律の基準や指標に基づく取組だ

けで解決するものでない。単純に医師の需給推計や偏在指標により、地

方での医師確保の努力や取組を毀損し、制限する政策の実行は適当でな

い。国が主体的に地域の実態を十分に踏まえた対策を行うこと。特に、

必要な医師が十分に確保されたことが客観的に検証されるまで現在の臨
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時定員枠の確保による地域枠の措置を継続すること。併せて、医師養成

のための奨学金制度運用に必要な財源の充実などを支援すること。ま

た、新専門医制度における専攻医募集定員のシーリングは、医師の絶対

数が少ない地方への設定をしないこと。臨床研修募集定員の新たな算定

方法では、定員数が大幅に減少する地域も存在することから、医師偏在

を助長することのないよう引き続き地域の実情に応じた調整を行うこ

と。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、全国各地で医療提供体

制がひっ迫する状況が生じるなど、これまでの前提条件が当てはまらな

い状況にあるため、将来的な医師数や病床数等の医療提供体制に関する

一連の議論をいったん凍結し、感染終了後に仕切り直しすること。 

 

（４）地域あるいは医療機関毎に異なる課題があり、各々の実情に応じて創

意工夫できる仕組みが必要であることから、国において地域医療介護総

合確保基金の十分な予算を確保するとともに、事業区分間の額の調整が

できるよう柔軟な運用を認めること。また、医療提供体制推進事業費補

助金についても、地域において良質な医療を提供するために必要不可欠

であることから、事業執行に支障を生ずることなく安定的な実施ができ

るよう十分な予算を確保すること。 

 

 

２ 持続可能な社会保障制度の確立 

 

（１）社会保障制度の総合的かつ集中的な改革については、医療保険制度の財

政基盤の安定化、地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の構

築、少子化対策の充実等を図り、国民が将来を託しうる持続可能な社会保

障制度を確立すること。 

 

（２）国民健康保険制度改革については、今後の着実な実施に向けて、国民健

康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議（国保基盤強化協議会）に

おける合意に基づく必要な財源を確保すること。また、都道府県において

安定的に国民健康保険の財政運営ができるよう十分に検証し、必要に応

じて措置を講じること。 

さらに、将来に向けた国民健康保険制度の構築に当たっては、国庫負担

金の負担率を引き上げるなど国が責任を持って今後の医療費の増嵩に耐

えうる財政基盤の確立を図り、持続可能な制度の確立と国民の保険料負
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担の平準化に向けて、地方と協議しながら様々な財政支援の方策を講じ

ること。なお、子どもや障害者の医療費助成などの地方単独事業に係る国

民健康保険の国庫負担金等の減額措置については、全面的に廃止するこ

と。 
 

 

３ 健康づくりの推進、高齢化社会・共生社会への対応 

 

（１）健康増進・疾病予防対策の推進として、地方公共団体や医療保険者、

健康づくり関係団体等が実施する普及啓発活動、健康教育等の健康づく

り事業に対する財源措置を図ること。 

ワクチン接種により予防できる病気にかからないようにするため、速

やかに、おたふくかぜを予防接種法の対象として定期接種とすること。 

インフルエンザワクチンについて、感染及び重症化の予防を目的とし

た定期接種化を目指して、引き続きワクチンの有効性について調査研究

を実施すること。 

特定健康診査及び後期高齢者健康診査における心電図及び血清クレア

チニン検査を生活習慣病の二次予防及び介護予防の観点から必須の健診

項目にすること。 

 

（２）がん予防・早期発見の推進として、効果的・効率的な受診勧奨を実施

するために、特定健診と同様に、検診実施者の役割や検診対象者等を含

む「がん検診の実施範囲」について、がん対策基本法に検診実施主体を

明記するなど、法的に明確に位置付けること。また、検診実施者間の情

報共有が可能となるよう、法整備を行うこと。 

 

（３）子宮頸がんの予防については、若い世代のがん検診の受診促進と、エ

ビデンスに基づくワクチン接種に関する正しい知識の普及をあわせて行

うことが効果的であることから、特に若い世代に向けたがん対策に積極

的に取り組むとともに、都道府県の取組に対する専門的・技術的支援を

行うこと。 

 

（４）令和３年４月の介護報酬の改定に当たっては、新型コロナウイルスの

感染予防対応等について適切に評価するとともに、安定して介護保険制

度が運営できるよう、中山間地域における厳しい経営環境にも十分配慮

すること。また、介護人材の確保のため、介護施設で働く常勤介護職員
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の平均給与が依然として全産業の平均給与に届いていない状況も踏まえ

更なる処遇改善を進めるとともに、介護職員の業務軽減や生産性向上の

ための介護ロボットやＩＣＴ機器の導入に関する補助上限の引き上げな

ど介護事業者への支援をさらに強化すること。 

また、共生社会を支える障害福祉人材についても、介護人材と同様に

処遇改善や業務軽減等を進めること。 

 

（５）主として知的障害児に対し支援を行う福祉型障害児入所施設における

職員の配置基準は、昭和 51年に 4.3:1 となって以来、引き上げられて

おらず、現在の実態とは大きな乖離があるため、実態を踏まえて配置基

準の引き上げを行うとともに、基準を上回る手厚い職員配置をした場合

の加算について、障害者の配置加算を参考に創設すること。また、障害

児の報酬単価は、障害者と比べ著しく低い設定となっていることから、

算定構造の見直しも含めた改善を行うこと。 

 

 

４ 次世代を担う人づくり 

 

（１）すべてのライフステージにわたって、住民の個性と能力が最大限に発揮

され、一人ひとりが「輝く」地域社会を創造していくため、地方における

人材育成・確保に必要な施策を検討し、地方の一般財源総額を確保すると

ともに、新たな交付金の創設も含めた「人づくり革命」のための財政措置

を講じること。 

 

（２）若者が、それぞれのライフプランを描き、希望を叶え、安心して結婚し、

妊娠・出産、子育てができるよう、社会全体で結婚や子育てを応援する気

運の醸成を図るとともに、男女がともに子育てしながら働き続けられる

社会づくりを促進するため、時間単位年次有給休暇など柔軟な労働時間

制度の導入促進や、日本版「パパ・クオータ制」の検討も含めた育児休業

制度の拡充などに取り組むこと。 

 

（３）待機児童を解消するために、保育士等の抜本的な処遇改善や就労環境の

向上など保育士確保策や保育の受け皿の整備拡大を着実に進めるととも

に、「森のようちえん」をはじめ多様な幼児教育・保育を実践する施設に
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ついて、新たに認可（又は登録）制度を創設し、施設を利用する世帯につ

いても、保育の必要性を問うことなく国の幼児教育・保育無償化の対象と

すること。また、家庭で保育を行う世帯や就学期の児童・生徒も含めた、

子育てに係る経済的負担の軽減を図ること。 

 

（４）子どもの健全育成に資する放課後の居場所を確保し、仕事と子育てを両

立するための子育て環境整備をさらに進めるため、放課後児童支援員の

認定資格研修に係る受講要件の緩和などによる財政支援の拡充を含め、

放課後児童クラブの充実に必要な措置を講じること。 

 

（５）不妊治療にかかる費用が高額になっており、不妊に悩み治療を受ける者

はその経済的負担や精神的苦痛は計り知れないことから、人工授精や特

定不妊治療を保険適用とするなど経済的支援の拡充を図るとともに、不

妊治療のための休暇制度の導入促進等の理解の醸成を進めること。 

 

（６）母子保健法の改正により、令和３年度から産後ケア事業が市町村の努力

義務とされ、対象者も「出産後１年を経過しない女子及び乳児」に拡大さ

れることに伴い、ニーズが増加することが見込まれる。産後ケアを行う医

療機関や助産所の受け皿拡大や提供サービスの充実を図るため、技術的

助言や財政支援を講じること。 

 

 

 

  令和２年１１月１７日 

 

             中 国 地 方 知 事 会 

 

 

               鳥取県知事 平 井 伸 治 

               島根県知事 丸 山 達 也 

               岡山県知事 伊原木 隆 太 

               広島県知事 湯 﨑 英 彦 

               山口県知事 村 岡 嗣 政 
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参議院議員選挙における合区の解消について 
 
 
参議院においては、創設時から一貫して都道府県を単位として代表を選出

し、地方の声を国政に届けるという重要な役割を果たしてきた。 
 
しかし、平成２８年７月の参議院選挙において、憲政史上初めて「合区選挙」

が実施され、「投票率の著しい低下」など、様々な弊害が顕在化した。 
全国知事会をはじめとする「地方六団体」は、この事実を重く受け止め、全

ての団体において「合区解消」や「参議院選挙制度改革」に関する決議を行う

ほか、全国知事会では、各政党や衆参両議院議長、憲法審査会長への要請活動

を行うなど、地方の切実な思いを国に訴えてきたところである。 
 
その結果、平成３０年７月１８日に成立した改正公職選挙法により、各都道

府県の代表が選出されない事態を回避するため、緊急避難措置が講じられ特

定枠制度が導入されたものの、合区の解消には至っていない。 
 
このような中、昨年７月２１日に実施された２度目となる合区選挙では、徳

島県において全国最低の投票率３８．５９％を記録したほか、前回最下位だっ

た高知県を除き、鳥取県、島根県、徳島県の３県においても、過去最低の投票

率を更新する結果を招くなど、合区に起因する弊害はさらに深刻度を増して

いる。 
 
合区制度では、合区した二つの県の間で利害が対立するような問題が生じ

た場合、国政に両県民の意思を反映していくことが難しくなるとともに、合区

された選挙区では、有権者にとって候補者を知る機会が少なくなるなど、投票

環境が著しく悪化するという問題がある。こうした問題は、特定枠制度の導入

をもってしても解決されず、また、今後、人口の減少や大都市への一極集中が

進めば、合区対象となる県が増加する可能性も懸念され、結果的に人口が少な

い地方には議員定数が十分に割かれず、地方創生・人口減少対策などの国政の

重要課題の解決において、人口減少に直面している地方の実情が国政へ反映

しにくくなる状況が生じる。 
このような我が国の民主主義の根幹を揺るがす合区制度の固定化はもとよ

り、合区対象地域のさらなる拡大を絶対に許してはならない。 
 

平成２９年９月の最高裁判所判決は、政治的なまとまりである都道府県の

意義、実体等の要素を踏まえた選挙制度を構築することを肯定し、昭和５８年

４月の最高裁判決において本来認められていた、歴史的、政治的、経済的、社

会的な意義、実体を有する都道府県を単位とする選挙区設定が合理的である
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とする判例に回帰している。 
各都道府県から少なくとも１人の代表が選出され、地方の多様な意見が国

政にしっかり反映されるよう、十分な国民的議論のもと、憲法改正等の抜本的

な対応により合区を確実に解消することを強く要求する。 
 

 

 

  令和２年１１月１７日 

 

             中 国 地 方 知 事 会 

 

 

               鳥取県知事 平 井 伸 治 

               島根県知事 丸 山 達 也 

               岡山県知事 伊原木 隆 太 

               広島県知事 湯 﨑 英 彦 

               山口県知事 村 岡 嗣 政 
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